
     

 

 

 

 

 

（地方版政労使会議） 
 福島県内で働く労働者の労働環境や処遇の改善等、「魅力ある職場づくり」の実現の

ため、国・地方公共団体・地域の労使団体等が本協議会において定めた働き方改革に関

する確認事項の進捗状況の共有及び今後の取組について意見交換を行います。 

 また、昨今のエネルギー・原材料価格の高騰や人手不足の深刻化により、企業の事業

活動が大きな影響を受けている中、適切な価格転嫁と生産性向上を促進し、県内企業の

持続的な賃金引上げの機運の醸成を図るため下記のとおり協議会を開催いたします。 

記 

 １ 日 時：令和７年２月４日（火） １３時３０分～１５時 

 

２ 場 所：福島第二地方合同庁舎１階共用会議室 

住所：福島市花園町５－４６ 

 

 ３ 構成員：別紙名簿のとおり 

 

 ４ 議事等 

   （１）「福島県の魅力ある職場づくり推進に関する確認事項」における「３つの

目標」の進捗状況及び取組について 

   （２）各行政機関の取組等について 

      （労働局・福島県・東北経済産業局・公正取引委員会） 

   （３）各構成員における働き方改革等の取組状況について 

   （４）「福島県の魅力ある職場づくり推進に関する確認事項（案）」について 

 

５ 留意事項 

   （１）取材にお越しの際は、受付にて社名と取材者氏名をお知らせください。 

   （２）当日の取材及び傍聴は可能ですが、撮影は冒頭の「副知事あいさつ」まで 

とさせていただきます。 

   （３）「福島県の魅力ある職場づくり推進に関する確認事項（案）」は、取りま

とめ次第、速やかに公表いたします。 

 

担 

当 

福島労働局 雇用環境・均等室 

室   長   高 羽  秀 幸 

監 理 官   田村 美登理 

企画調整係長   安 保  広 訓 

電話 ０２４－５３６－２７７７ 

 

 

     厚 生 労 働 省 福 島 労 働 局 

     令 和 ７ 年 １ 月 ３ １ 日 発 表 



魅力ある職場づくり推進協議会（地方版政労使会議）の開催について

「働き方改革の取組」及び「賃金引上げ」に向けた機運の醸成を図ることを目的とし、全ての都道府県において開催。

魅力ある職場づくり推進に関する確認事項

働き方改革に関する事項を中心に、地域の実情に応じて構成

員で協議し決定してきたところですが、今年度はそれに加えて

「賃金引上げに向けた取組」についてもテーマとして開催しま

す。

令和６年度の地方版政労使会議のテーマ

使用者団体・労働組合、都道府県、金融機関、国の地方支分部局

（都道府県労働局、経済産業局等） 等

主な構成員

（※）地方版政労使会議とは、働き方改革等の課題を、地域で地方公共団

体や労使を交えて話し合う場として、平成27年から全都道府県に設置

した会議（平成30年以降は労働施策総合推進法第10条の３が根拠）。

事務局は都道府県労働局が中心。

また、併せて「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総

合経済対策」（令和６年１１月２２日閣議決定）における柱の

１つ「賃金引上げ環境の整備」に挙げられている価格転嫁等の

取引適正化の推進に向けた取組についても意見交換することと

しています。

「魅力ある職場づくり」の実現のため、以下に掲げる３つの

目標の達成に向けて構成員が連携して取り組んでいくこととし

ています。

〇働き方改革（長時間労働の是正）

〇非正規雇用者の正社員転換

〇女性の活躍推進

令和７年（２０２５年）までに、週

労働時間６０時間以上の雇用者の割

合を５％以下にする。

令和３年（２０２１年）から令和７

年（２０２５年）までの５年間で、

正社員就職・正社員転換を９３，０

５５人以上にする。

令和７年（２０２５年）までに、民

間企業課長相当職に占める女性の割

合を２０％以上にする。


